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第 3章 わが国の初期の公益事業規制の展開

第 1節はじめに

ミて，公益事業概念、を明援に規定しているものはない。

まして， る公共規制にっし もって

いない。

しかし 日，去益事業として容認されてい

い時期から，当該事業法が成立していた。初期のそれらの事業法は，市民の近

ピスの不断的・安定的供給を意味する社余公共性奇目的

とするよりも，保安取締や国家産業育成を意味した国家公共性を目的として成

したもので、あつ

しかし初期のそれらの事業法の生成を当時の社会経済環境に照応して概観

するならば， それらの事業法の中に公益事業規制が潜在的に梓在して

いることが理解されるc そして，それちの事業の発展を契機とし

改正によって，当該事業法の中に漸次，公益事業規制が浸透し実繁的にも

注割北するようにむってき

司ヂ

、“

港在{ヒι
を明らかにしたし弘

わが冨の公益事業規制の典型といわれて

とおして，その生成時における公益事業規制の

とした公益事業規制の瀬進的顕在化

上記の潜在化と漸進的顕在化の考察をとおして，

公益事業の公共規制の本質的根源となるのは何であるかという手がかりを探究

しfこl'o
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2節 地方庁の許可主義による電気事業会社の設立

わが国に結いて意気事業の序臨ともいうべき最初の議;騒が， 1878 (明治11)

3丹25E3円中央環信局の需業式の祝宴が催された工部大学ホーんに点;脅さ

れた。明治維新後，それまでの時期は，わが盟が近代国家を彫戒するために富

殖産興業を旗じるしに，先進的な致治・社会制度や経済制度を積極的

に導入した時期であった。

しかし近代器家形成への道を開いて間もないわが留の財政基盤''1，

く，上記の諸制度の導入による財政膨張政策は，インブレ}ションをもたら

しわが国経済の健全な発展を阻害していた。そこで明治14年に大議卿に就任

した松方正義は，紙幣整理をと中心とした財政緊縮政策，言業の民間払下げを挺

行した。しかるにこのような時期に，企業家は電壊事業の企業化の将来性に

対して危慢の念を抱き，ほとん しなかった邑

しかしわが国の培気工学の礎石を築いたW. E.エルトン〈工部大学校教

授〉の指導を受けた藤関市助の積極的な勧説に，矢嶋作郎''1，議殺事業に将来

性を看破し大倉喜八部，三野村幸Ij飴，き自村{言，崎須賀蔑語，原六郎の賛同を

えて， 6人を発記入として，東京野話事松田道之を通じ，内務卿山田顕義に対

し資本金20万円より成る東京電護会社の設立を明治15年3月18任，串講した。

には， r今般私共東京電燈会社議IJ立役度撲ニ付別紙之議出額{土候間可

紫鍔執成被成下度比段奉線検世J(2)と記されていた。また， されることと

して，同時に宛てた「電;喧会社創立顕j の冒頭に「般大ハ人間社会ノ

シチ一日モ不可練物ニ御座按……という文章が明記されていたことである。

今呂では公益事業の特性であると容認されている“不器必需性"が，

すでに明記されていたということである。このことは，わが臨の公益事業に不

隆寺必需性を明記した最初のものであったむすなわち，一般の産業や…般私企業

とは異なる公議事業や公益企業に特脊なサービス不断必需性という特性白わ

が悶の電気事業や篭気事業会社が，この時期にすでに議荘的に受容していたよ
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うに思われる。しかしそのような特性を蔀語的ι搾告し社会に容認させる

詰ど，社会は電澄を必需往していなかったし事業者自体にもそのような意気

込誌なかったむ竜遊会社創立騒の冨頭の意稼は，今話

抹式会社む言的を明示すると同様に，事業者告体が漸進的発撰を析顕するもの

として，主社は利益の穫得以外に不酷必需性の用役の供給という社会公共的使

命をもって経営していく所存であるということ

何物でもなかったと思われる。

東京電壇会社設立申請と同じ頃，日

孫一郎を中心に進められていたD しかし同社の

加わっていることと，事業の供給地域が両社とも

らも，渋沢栄ーの調整により，

として発足することになった。そして，間年12丹14乱

地に喜谷市郎右密閉，讃山孫一部，益罰孝の 3

3丁目 7番地2大会組内に設聾することに

)11顕正に f震建会社製立露j を申請したs

翌年の明治16年 2丹158，創立が許可され，

したむ許可証勺主次のとおりであった。

許可証

第弐千五百三拾三号

している以外の

も大倉喜八郎，横山

さけ

8名の発記入の

議IJ立夜事務

東京野知事芳

書面会社設立願之趣ハ追而一般ノ条例制定相成侠迄相対ニ任セ{実事

出会社定款第七条電燈建設ノ義ハ敷地官有地ニ係ル骨ノハ前以当庁ニ願出許

ヲ靖ケ其後記工候義ト可心得事

明治十六年二月十五日 東京府知事芳JI

当時は，事業を法人化するにさいして，一般的準則はなかったむそれゆえ，

政府が免許を与えたり，あるいは地方長官に願い出て，開罷j とか「人民ノ

相対ニスj 等の指示をうけて金業が設立されていた。それでも後者の方が噴

ったことから，有限責任東京電境会社〈以後，東京議護会社という〉

比地方長官かちの許可による会社設立方式を採期した。すなわち，開社の会
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社設立誌，当時，一般的であった地方庁の許可主義によるものであった。

また，東京電強会社の定数(5)で注目されること詰， 目的が“公衆

の礎益を許る"という社会経済的意義を明記している点である。このことは，

自らを公益企業として明謹にしていないものの，一般忍企業と

は異なる特性(市民生活に不可欠の用益を供給する題性不断必需性〕を有し

ている金業であることを自覚することによって，当該会社の経営吾的は，“幸Ij

益の獲需をなす"以外に“社会的嬰請に苓える"ということも，また経営目的

であるということを，意味づけようとしたのである。

o主)

(I) 3月25E3を記念して，毎年，電気事業の記念事業が寵されている号

(2) 新聞宗雄編 F東京議壕株式会社開業50年史2東京電燈株式会社，昭和11年， pp. 

5-6. 

邸前掲警， PP. 6-8. 

(4) 前掲書. p.13. 

間前掲欝. p.15. 

第 7条 さき会社ノ営業ハ電気器ヲ建設販売シ或ノ、該器械ヲ製進又ハ薮売シ公衆ノ

便益ヲ計ルノ自約二シテ此語的部内ニ寓スル事ヲ以テ営業ナスモノナリ

第 3節 地方庁による所管から主務官庁による所管

1 保安規制中心

電域会社自捧の潜在的公益企業現象は，前述したように議室会社の噌i立

願」や「定款j に明記されていたが，当時，電;犠会社経堂に対する特別な公共

規制はなかった。

しかし明治24年 1月24日，議事堂の務失が議電によるものであるとされた

ため，電気は危険物であるという認識がなされ，同年7月24日，官制を改正し

篭祭事業の所管を地方庁から避{言省へ移管した。その室長，同年g月17乱逓{言

省司11令第 7号「寵気事業堂業者取締方を地方庁に発した。
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電気事業営業者最締方

逓信省部i令第 7号 北海道庁，府県

ヲ営マントスルモノアルトキハ取締方法ヲ設ケ本大住

/認可ヲ鐸チ後之ヲ許可スヘシ現ニ其ノ事業ヲ営ムモノニ在リテハ現在実什ス

jレ取締方法ヲ詳典シ本年十月一日迄ニ之ヲ本大臣ニ報告スヘシ

明治ニ十四年八月十七日 選惜大臣伯爵後藤象二郎

上記の訓令に基づき各地方庁では，課安取締告主とした f撞気営業取締競

買rJJを制定するようになった。その中でも脊名立電気営業取締現実IJとして瞥視

庁の電気営業取締規則(警察令第23号，明治24年12晃28日〉がある竺

かくして，上記のような規制が強化されるようになった背景は，保安上の意

味かちだけでなく，寵;議会社が全国各地に設立されるようになってきたことに

より，電気事業を統一的な基準で整織する必要が生じてきたからであった。そ

して，さらに電禁営業取締を統一花して中央集権化する意味から，政時は地方

庁に大幅に委譲していた監督権限等を，漸次，主務大距の下に霊くように明治

26年10丹11自，逓信省訓令第 3号(3)で地方庁に指示し

上記の訪|令註，各環燈会社に対する規則を間搬的規員ぜかち議接的規要IJへと移

監督強化することを意味した。しかし当該事業が技指的に進歩した

だけでなく，漸次，当該事業会社が増加したため，政府は実擦的には謹接監督

するだけの力量をもっていなかったし当然のことながら地方庁にもなかった。

そこで，逓信審は上記のような議祭事業監警等に関する語較の事項を調査す

る日的で，省内に噛気事業取調委員会を設けたひそして，問委員会の答申

づいて，全冨統…の電気事業取締規則(4) iJ~明治29 (1896)年 5月号日，

令第5号告もって公布され，同年6月 l日より擁行された。この規則は，事業

許可，事業譲受渡許可，訣給等に関しての事業規制的規定や公共規制的規定も

多少あったが，ほとんど保安取締規定であった。なぜなら，当時，電気事業会

社は，潜在的に自らを公益企業であると自覚していたが，一般社会

は，公益企業というよりも一般私企業として位董づけていたしその電気

技術の発達は著しく，公共規制を受け入れる余裕が棋給者(電気事業会社〉側
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にもなかった。換言するならば， 日清戦争〈明治27年--"'28年〉を契機に企業熱

が勢興し明治29年末に，全国で電気事業会社33社，その払込資本433万凡

電燈供給個数約116，400個となったが(5) 電気持給は全国的に一般化されてお

らず，一般公衆にとって寵透サーピスは“高嶺の花"であり，当該サービスは

市民生活に日常不可欠の男役であるということが，…般化されていなかった。

これまで，地方庁による曜気事業規制から主務宮庁による保安中J心の議気事

業規制について論じてきたが，ここでは，それまで法制北されていなかっ

どのように法制化されるようになったかを考察す

明治14年，大意購松方正義の紙幣整習を中心とした財政緊縮政策施行の結果

明治19年頃か込株式会社形態による企業が勃興した合しかしその皮動で明治

不況におち入り，その不読を契機としてようやく同年4月，商法を公布

し明治26年 7月にその一部を脆行した叱それゆえ，

i立地方長官の許可iこよって設立を認めもれていたが，前述の需気事業取締規制

による主務寄庁への移管と語法の一部施行によって，既存の電気事業会社を株

式会社とする場合には，従前の定款を変更し致府の許可をえて株式会社に変

更しなければならなかった。もちろん，開年7月以降，新しく株式会社を投立

する場合も致府の許可を得なければならなかったむすなわち，株式会社設立に

さいして，法制上，許可主義が採期されたむである O

2 公共規制への頭在化現象

日清戦争〈明治27-28年〉と日露戦争(明治37--"'38年)をはさんだ明治30年

代の前卒になると，わが留の工業は，軽工業かち重化学工業へと説変しようと

した時期であった号このような経詩的環境を背景として，不断的に増加を示す

としての需要も加わった電力需要の増大によって，それま

での火力発電中心から水力発電中心への転換が余議なくされた。なぜな弘火

る石炭錨格が日清戦争を契機に著しく高騰したことと，

の技術的選最による経済性によって，水力発電の比撃が増すようになったから

であるむとくに水力発電への転換に発車をかけたのは，遠隔地の水力発電所か
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ら諸費地を結びつけることを可能にした遠距離高正議技術の進歩であるむ

かくして，上記のような技指的進歩により，霊力経済躍が都市宇心から都市

近郊地竣にも拡大したことによって，規制面においても変化の兆がみられるよ

うになった。すなわち，技術の高度化iこともなう龍気の普及の結果，篭気事業

取締規制の改正(7lが{果安上かちのみ改正されたのではなかった。とくに明治35

年の開規則改正においては，保安上の理由かるだけでなく，その地の理由とし

て，日清戦争後の綿糸・紡績等軽工業の発展にともない，電力が産業動力とし

て今後ますます利用されるようになることを，政野は確保し

を助成するという政府の意国も，同捜則を改正した理由であったと思われる。

加えて，産業界にとって，国内窓業を発達させるためには，

力棋給jが不可欠で、あったし一方，ー殺公衆も，そのような「豊蕗で低廉な

ーピス供給j を最も望んでいるところであった。それゆえ，政府は，

「一般公衆の電境需要の不断の増加」と上記の「聾富で低廉な霊力供給j

述の 2つの目的 f保安自的，電気事業会社保護助成目的」とを考農家して，竃気

事業を公益事業として位謹づけるような内容を具備した条項を明治35年の開規

則の改正に導入したので為る。電気事業にとっても斯業をこのように公益事業

として，再規則jに多少なりとも位置づけられることに関しては，今後の発展が

約束されたようなものでもあり，積種的であったむ

かくして，明治35年の同規制改正の中で，公益事業規制的内容が顕在化する

ようになった条項を語;議するならば，まず，第 1条を挙げることができる。特

に向条ノ iは. r一般ノ需要ニ応ジ営業ノ目的ヲ以チ電隷路ヲ施設シテ櫨気ヲ

供給スルモノ j となっており，電気事業の概念、が明記されているだけでなく，

寵気事業が公益事業であることを明記している。すなわち，開条 J1は，電気

事業とは，一般公衆が生活する上で必需な用役を供給する事業であるという公

益事業の意味を明記している。次に第10条は，電気事業許可の中靖にさいし

て，資本金，工事費，収支概算書を要求しており， もはや保安規制の範圏だけ

でなく，不断的・継続的サービス供給という経済的基礎も噴気事業会社設立の

審査対象としている。このことは，電気事業会社はゴーイング・コンサーとし
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され，社会的責任を巣すべき個別生産経済捧 でなければなら

ないということを意味していることに他ならない。

さらに電気事業会社を公益企業として謀議助成しようとする意味をもっその

f患の法制度も確立されるようになってきた。すなわち，

る場合，公有地だけでなく私脊地も収用・捜罵できるように権手IJl誤用に関す

〈明治32年 3月18B公事第72号)や18土地i虫剤法(明治33年 3月?日

布第29号)18)が幸1]箆され， これらの法捧が適用されるようになったのである。

また， r権利収用に関する法律Jや rI日土地収用法j だけでなく，電気事業

に関しての保護助成的要素を包摂している公共規制的法制度として， r付害命

や f報償契約j が制度化されるようになっ

付揮命令書は，許可番を与えちれた電気事業会社が，公正・安全，安定した

サービスを供給するように法規の不織を補足するものとして許可警に添付され

たものである。したがって法規が整識されてくるにともない法規に吸収される

ようになったり

は，公共間体が独占を付与し公共用物を占{吏舟させる対価として

報{賞金をとり，公共団体の財源とするという制度である。換言するなもば，報

償契約とは，龍気事業会社のような公益企業にとって，その用益を供給するた

は不可欠であるが，公共道路の管理権は公共団体が有してい

るので，公共自体は，財政収入や公共道路保全を目的として公益企業の公共道

路点捷用権賦与の見返りとして報賞金等を受けとる契約を霊気事業会社と締結

る幸IJ震のことである叱各報償契約はそれぞれ内容を異にしているが，一般

的に事業会社に対する権利として，事業の独占，公共道路等の占{更培，費用料

特別税免除等の特権を公共団搾が与え，事業者の義務として，報償金の納付，

公用料金の割引，料金の制限，供給の拡充等の事項が長恕されていた11九

この報償契約は，アメリカ合衆国の公益金業規制のフランチャイズ (Fran-

chise)に類似した耕震であるといわれている。アメリカ合衆盟のブランチャ

イズは，持Hこよって与え主れた権限に基づいて，地方自治体(特に市)が公益

企業の営業活動に付随する権利やその営業に必要な公共財産の占使理権を公益
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企業にヰえた見湿りとして，公益企業を規制するという制度である{ioo たしか

に，前述した報讃契約の内容とフランチャイズ条項ぬは類似しているが，言Ij者

は公共団体の財政寂入を確保するた持の規制ということを第一義的としている

のに対し後者は市民の弓営生活に不可欠なサービス安公正に供給するための

公共規制ということを第一義としている点が根本的に異なっている。

(法)

(I) 酒井節雄輔『電気事業法制史』意義力薪報社，昭和40年， pp. 15-16. 

間前 播設 p. 16. 

(3) 前摺警. p. 24‘ 

通信省吉11令第 3号警視庁，北海道庁，野県

其管下ニ於チ官意気宮業数締規則又ハ意義気事業取締規則ニ依 1)出騒スルモノアルト

キハ其童話度本大臣ノ認可ヲ得タル後之ヲ許可スヘシ{皇蔑ニ許可シタルモノハ本丹

十一日迄ニ報告スヘシ

明治二十六年十月十一自

選{言大限伯爵黒語講盛

(4) 前掲響. pp. 27-41. 

建気事業取締現員IJ'i，全文111条 6露かもなり，第 l章総量IJ.第 2章笥熔及報告，

第 3章毒気鉄道，第 4設雑射，第 5章罰則.第 6~震持員せとなっている c

(5) 小竹即一議 f電力商年史(前)J政経:社，昭和55年， p. 164-165. 

(6) 拙幸子『現代百本の企業厚感J白桃書爵， 1l7H日59年 1月 pp. 144-145. 

(7) 酒井節謹繍，前掲書. pp. 44 46， pp. 52 -56. 

ゆ逓{言省令第14碍(明治30年 5月25自公布，同年?丹 10自織行)により意義禁事業

取締規則の攻正がなされた。

奪還{言省令第36号(明治35年 8月22日公者. I礎年10月 l日施行〉により電気事業

取締捜射の改正がな容れた。

(8) 第二次世界大戦後，占領政策の一環として，旧土地収用法は言権過大，民権臣追

に過ぎるとして改正され，現在の土地収賄法(昭和初年 6月 9日会事 第219号，

織作間年12)11日)が制定された。

出) 明治39年 8丹，大阪市と大阪電器株式会社との間に報管契約書が成立した。その

後，佐世保.名古罵，浜松，八幡，大主主，講話，大阪(宇治)'1霊気韓式会社)，東

京，長野，小樟，東京(臼本議壌).函館，長時，熟本，金沢，間続とあいついで

締結された。そして，電気事業法事i定〈明治44年)後も，このような締結は綾~，

昭和になってもまだこの制度が残っていた。
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酒井節雄輔，前掲欝. pp. 67-B8. 

(1日 渡辺市松繍五十年史』社団法人日本電気協会，昭和284. pp. 40 -41. 

き1) 拙詰 f公益会議境語1]の発震と輩、義Jr経済と経営i宇し!提大学経議学会，第 5巻第

2号. 1975年 3月.p. 175 

踏言Ij渇書， pp. 177 178. 

フランチャイズが公議会業規制の課題の主たる意隷をもっとき，フランチャイズ

辻態密なる誌警となりがちである。なぜなる，ブランチャイズi点地方忠治体と公

益企業との間で契約によって公益企業を境制するように試みられたものである。そ

れゆえ，フランチャイズ、の興約内容〈条項)は，その契約書にしっかりと記載され

るべきものであるというのはいうまでもない。したがって，第…l乙存続期間が契

約され記載されなければならない。第二に.サービスの質が契約され記載されなけ

ればならなL凡すなわちサービスの簡が安全で信頼のおけるものであるかどうかの

基準が明記されていなければならな~)。その他に以下のような条項がフランチャイ

ズ条項として明示されていた。

さむ ブランチャイズ保有者に対する特別な課税c

@ 電話会社に対しては，紫料で電話サービスを市役所に捷洪させたり，市出鉄

道会社には，剰報を護者た欝官や消防士を無料で乗車させたり，私震の*1薬会社

〈めったに弘替の水道会社iまありえないが) Iこi之無料で捲化潜水を換給させたり，

密蕗;こ掻7fえさせたりというような帯当患に対する無料サービスの護供。

e 公益金業サ…ピス{共誌にあたり道路を費用した場合，その賂語維持と舗装の

義務北。

3 労鶴争議が起きた場合の為，争議当持者間の延引交捗にまかせては，公衆へ

のサービスがお預けになるので，フランチャイズ条項の中に，仲裁または調停の機

構設置の現定化。

@ 料金規定(料金の控期的改訂告認めていなl')。

① 企業の公開性という意味から，公益企業の財政状態，営業成績を明らかにす

るために一般企業が行ってきたと開様に，標準的な会計報告を義務づける繍定。

争 公茂な{高額で公議企業財産を質上げることのできることを前提とした{患の株

式会社への営業譲諜鰹定。

寄 金と開じ言tr援での公有fとについての規定。

4節電気事業法の制定

電気事業に対する規制は， したようにいろいろ試みられてき る
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が，政府は，一層，

保護助成する方針を関め

るとともに当該事業を

(明治27年・ 28年〉・日露戦争

(明治37年・ 38年)を契機と

との革大とともに電気事業サービスは，漸次，

電透需要

札毘嘗不可欠な用益

となってきた司それゆえ， していくことが f豊富で誕擦な

電力供給j につながるものであるという

なってきた告しかるに，このような状涜を解決

諸事i震をできるだけ統一化し

中央集権的に電気事業を保護助成していくことが，

認識した。

かくして，電気事業法の主たる寄り窓目的は，

安規事jを強化することを目的としたものでなく， * 

ますます揺くように

ことによって，

ると

されるように，保

目的と

したものでもなかった。その主目的は，同法に土地収用法的な内容を導入させ

ることによって，電気事業会社の建設が促進され，

保護し発展させることにあった口すなわち，

に照応して営業施設を拡大する場合，土地収用法の淵用だけでは業務焼雑や施

設の遅れをともなうだけでなく，土地等の買収や公用地の使用に際し

や監理者からの対価や報償が法外に要求されること

それゆえ，電気事業法に土地収用法的な

して，各電気事業会社を保護し発展させること

地収理法的な内容を具備した電気事業法を制定しようとし

2されるからであったa

叩とが，結果と

土

つ

政野の電気事業法制定の第一義的自的;点前述したとおりであるが，第26自

帝国議会〈明治42年12月22日~明治43年 3月24日)

f……薪ノ:如ク事業ノ経堂上諸般};謹科ヲ認メタル所以ノモノ

ルニfEJ;しモノナルヲfJテ事業者ヲシテ独 1)利益ヲ導ラニセシムん/幣ヲ防止ス

;J，tハ藍警上穿必要ノコトニ屠スルニ絞り竜気供給料金ノ

ケタれ……J(2lということが記載されているむしかるにこむ記載部分から次

のようなことが推論されるc すなわち，公益企業として地域独占的傾向をもっ



電気事業会社が経済力を支配し不滑な料金を課すことをしないように，政府が

料金の許可制を第二義的にしろ意関していたことが推論される。それゆえ，同

誌案の第一義的内容;主電気事業探護揚或であったし第二義的内容は，すで

iこ明治35年の霊気事業家締規則攻正の中で顕在化するようになった公益事業規

制の内容を顕在化したことであっ

かくして， このように 2つの目的をもっ同法案を，政府は議会や国民に広く

深く理解してもらう努力をあまりすることなく，第26回帝国議会で成立させよ

うとした。第一義的意味をもっ諸条項は，商議院で多少の修正をもって最認さ

れたが，第ニ義的意味をもっ諸条現は貴族院でE否決，衆議設で杏決され，同

っfこO

〈明治43年12月初日~明治44年 3月26詩〉への政府の電気事

第26回帝国議会で按された部分を改めた以外，変更することなく

提出された。すなわち，料金の認可制条項は，第26回帝国議会に提出された第

6条「第 1条第 l号の電気事業者ハ料金其ノ他電気供給ノ条件ヲ定メ主務大臣

/認可ヲ受クベシ，之ヲ変更セムトスルトキ亦間S/Jのとおり，穆正されるこ

となく提出された。しかし境整な審議の結果，第 8条は主務大臣ハ公益上

リト認メタJ!.tトキ/ ザーシ料金ノ制捜其ノ ノ条件

刊日開シ必要ナJ!.t命令ヲ為スコトヲ得Jのように穆正された9 この穆正内容は，

自由主義経済体制上，料金決定を需給当事者間の契約に委ねることを票則とし

つつ，政府原案の認可制の継簡である公益事業規制(需要者保護規制)を充分

した内容であったむそのよ，政府が公益上必要と認めたときには，料金

き会令を出すことができ，その命舎に違反した場合，第20条「本法

、本法ニ墓キ発スJ!.t命令ニ故 1)許可又ハ認可ヲ受ケテ為スベキ行為ヲ許可又

シタ J!.t者ハ千円以

j で罰則を科しているc

かくして，前述のような粁余曲折をへて，電気事業法は，明治44年3月29日

され，同年10月 1日施汗された。以下にその条文と概要を示せば，次のよ

うにな
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法律第55号〈明治44年3月29E3) 

電気事業法

本法ニ於テ電気事業ト称スルハ左(この場合下〉ニ掲グルモノヲ謂フ

ー，一般ノ需要ニ応ジ電気ヲ供給ス

ニ，…般運送ノ用ニ供スル鉄灘又ハ軌道ノ動力ニ篭気ヲ使用スル事業

この条文は，明治35年の電気事業取結規則改正で，建禁事業が公議事業であ

ると示したことを再確認しさちに一般運送に議気を捷用する事業まで電気事

業を拡大したものでるる9

第二条 本法ニ於チ電気工作物ト弥スルハ噴気ノ棋給又ハ使用ノ為施設スル水

路，貯水池，器具，機械電線路及其ノ他ノ工作物ニシテ霊気事業ノ用ニ供

スルモノヲ謂フ

前項ニ於チ電線路ト称ス/ν、電気ノ伝送ニ用ヒル電気導体及之ヲ支持シ又

ハ擁護スル工作物ヲ請フ

この条文は，電気の径給使用に要する全ての電気工作物を定義したものであ

る。

篭気事業ヲ宮マントスル者ハ勅令二期段ノ規定アん場合ヲ除クノ外主

務大臣ノ許可ヲ受クベシ

この条文は，事業経営は康問として主務大臣の許可を要するとした内容で，

保安規制以上に公益事業規制の意味が導入されているものである。

第四条電気事業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケタル後ニ非

ザレノ

この条文は，

制であ

シ又ハ噂気工作物ノ信用ヲ

噂気工作物捷舟の認可を定めた境定であり，保安規

議無事業者ハ主務大臣ノ指定スノレ難関内ニ其ノ事業ヲ開始スベシ

主務大臣ハ正当ノ事由アリト認ムル場合ニ限リ前項期間/伸長ヲ

コトヲ得

ノ期間内ニ事業ヲ開始セザルトキハ電気事業/許可ノ

効力ヲ
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この条文は，事業を経営する意思、もないのに事業許可を取得しそれを譲渡

して利益を獲得することを間iとした条文である。それゆえ，この条文は竃気事

業の健全な発展と公衆への鍵全なサーピス供給を目強とした条文である。その

保護背成規制であるし公益事業規制でもある。

第六条 主務大臣ハ合益上必要ア 1)ト認メタルトキハ電気事業者ニ対シ料金/

制捜其ノ他電莞供給/条件ニ関シ必要ナル命令ヲ為ス口トヲ得

この条文辻第26・27回帝思議会で最も問題となった髄所であったので，

に論述した。しかるに， ここでは割愛する。この条文は，公益事業規制

うまでもな~'0 

第七条 議無事業者ハ電気工作物ノ施設ニ関スル減量又ハ工事ノ為必要アルト

キハ他人ノ土地ニ立入ルコトヲ得比/場合ニ於テハ予メ行政官庁ノ許可ヲ

トモ正日前二市的村長ニ通知シ市町村長ノ¥之ヲ告示シ又ノ、其ノ

地ノ占有者ニ通知スベシ

¥電気工作物ノ修理又ハ巡視ノ為必要アルトキハ命令ノ定ムル

所ニ捺 1)其ノ工作物ヲ麗設セル地人ノ土地又ハ建造物ニ立入んコトヲ得但シ

日没3 1)日出迄ノ間ニ於テハ定験急連ノ場合ニ非ザレパ占有者ノ意二度シ

まs宅其ノ他建造物ニ立入ルコトヲ

この条文は，他人の土地への立入り規定であり，土地収用法的な規定であり，

保護育成規制である。

第八条 1電線路ノ施設及保守ニ樟害ヲ及ボスベキ竹木其ノ他ノ横

物ヲ伐強又ハ移植スルノ必要アル場合ニ於チ其ノ所有者ト協議調ハズ又ハ協

ヲ為スコト能ハザルトキハ行政官庁ノ許可ヲ受ケ之ヲ伐除シ又ハ移植スル

コトヲ縛比ノ場合ニ於テハ電気事業者ハ予メ其ノ旨所有者ニ通知スベシ

危険急追ノ場合ニ於テハ電荒事業者ハ前項/規定ニ拘ラズ直ニ竹本其ノ地

/捕物ヲ伐除又ハ移植スlレコトヲ得比ノ場合ニ於チハ連諸ナク其ノ旨行政吉

庁ニ昌出テ且其ノ所害者ニ之ヲ通知スベシ

この条文は，植物の伐採規定であり，前条と間諜に課護育成規制であ

第九条常気事業者ハ符111.橋梁，溝渠，道路，堤防其/倍公共ノ用ニ供セラ
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レjレ土地/地上又ハ地中ニ竜線路ヲ施設ス}j"，必要アルトキハ其ノ効埠ヲ紡ゲ

ザ}j"，限度ニ於テ管理者/許可ヲ受ケテ之ヲ痩用スルコトヲ

前項の場合ニ於テハ電気事業者ハ管理者ノ定ムル所ニ依り使用料を続ムベ

ン

ル地方行政庁ニ於テ正当ノ事由ナクシテ第一項/許可ヲ拙ミタ}j"，

トキ又ハ管理者ノ定メタル捷理科ノ額ヲ不相当ナリトスルトキハ主務大臣ハ

ノ申請ニ依 1)痩理ヲ許可シ又ハ便用料ノ額ヲ定ムルコトヲ得

この条文は，公共用の土地使用規定であり，特に市闘院I村との報{穣箆契約との関

係から生成したものであるo ~ 

であつたものを，この条文で統一的に許可制にした。そして，使用料等のトラ

ブんが生じた場合，主務大臣の決定を申請することとした。しかしこの条文

が制度化されたにもかかわらず，報讃契約は昭和になっても，まだ存在してい

た。したがって，この条文も保護育成規制jである。

第十条 噴気事業者ハ必要アルトキハ現在/使用方法ヲ拐ゲザル限度ニ於テ他

人ノ地上/空間若ハ地中ニ電隷路ヲ施設シ又ハ建造物/存在セザjレ地入/土

地ニ電線ノ支持物ヲ建設スルコトヲ

寵気事業者前項ノ規定ニ依 1)他人/土地ヲ使用セムトスん場合ニ於テ其/

所有者投占有者ト協議諦ハズ又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキハ其ノ護屠ノ

範盟ヲ定メ橡メ地方長嘗ノ許可ヲ受ケテ其ノ工事ニ着手スルコトヲ得此ノ場

金ニ於テハ少クトモ五日前ニ其ノ詮土地/所有者及点有者ニ璃知スベシ

この条文は，的人の土地鑓用の規定である。竜気事業法にこのような土地収

理法的な規定が導入された理由は，電気事業はあまりにも地人の土地使用が多

すぎるため， I日土地i誤用法の適用では，事務が;憤雑すぎて事業経営が円滑にい

かなしゅ、らであった。

以上のような意味か込，この条文は，保護膏成規制である。

第十一条 電鰻路ヲ施設シタル土地ノ近接地又ハ前条ニ故ザ電視路ヲ鑑設シタ

ル土地/所脊者又ハ占有者ハ土地ノ使用方法ヲ変更スル為必要アんトキハ命

令ノ定ムル所ニ依り噂気事業者ニ対シ擦書ノ予紡又ハ除却ニ必要ナル方法ヲ
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擁スコトヲ譲求スルコトヲ得

前頃ノ工事ニ要スル費用ハ篭気事業者ノ負担トス但シ其ノ工事ヲ為シタル

後正当/事由ナクシチ予定ノ変更ヲ為サザルトキハ講求者ノ負担トス

この条文は，電線路を施設せられた土地所有者等かちの陣害の予防・除去与の

る規定である。しかし不当な詩的での請求権を間いでいる。上

記の条文をJ1;，範に解釈すると，一応、，土地所有者の権利を擁護しているが，

民事業者探護育成境剰である。

第十二条 第七条第八条及第十条ノ場合ニ於テ現ニ生ジタル描失ハ電気事業者

之ヲ補償スベシ

前項/補{黄金額ハ許可ヲ為シタル行政官庁ニ於テ之ヲ裁定ス裁定ニ不服ア

ル者ハ其ノ通知ヲ受ケタJ!，;日ヨリ主月内ニ通常裁判所ニ出訴スルコト

行政官庁ハ必要ト語、ムJ!，;トキノ 、ンヲ ノ補護ニ充ツベキ金

客員ヲ供託セシムルコトヲ簿

この条文は，第 7条，第 8条，第10条の捕{貿に関する規定である。いわゆる，

第 7・3・10条の特権を補完する規定であり，すべて事後捕償である。ま

規定は実害の補穫のみで，費用権の対価の支払L王を認めていないむその意味で

この条文は探護育成規制である。

議気事業者ハ地中霊気工作物ヲ抱設スル場合ニ於テ他人ニ議スル地

中電気工作物ノ位罷ヲ変更スル必要アルトキハ当該工作物ノ効用ヲ妨ゲザJ!，;

隈震ニ於テ其ノ位置ヲ変更シ又ハ其ノ工作物ノ所有者ヲシテ其ノ変暫ヲ

シムノレコトヲ

前項ノ場合ニ於テハ主務大里ノ許可ヲ受クベシ

この条文は，地中毒気工持物相互間の泣置変更現定である。今日のように毒

気事業会社が地竣独占化しておらず¥同一地域に多重供給が容認されていたの

で，後でその地域にサービス供給する電気事業会社は，既存会社の工作物の位

置を動かされなければならないことも生ずる。その場合，

器難であるので主務大臣に決定権を与えたのである。それゆえ， この条文は，

保護育成規制と謀安規制を意味する。



第十四条主務大臣/
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ヲ得ズト認メタノし簡所ニ限リ電気事業者ニ対

シ寵隷路ノ共用ヲ命ズルコトヲ得

この条文は， 13条とは逆に電線路の重護によって危検が生ずるような薗所に

限り，事業者間の電線路の共用を主務大臣が命ずるようにした規定である。

は付菩命令欝に規定せられていた。この条文は保安規制を意味してい

第十五条 篭銭工作物椙互間及電気工作物ト其ノ他ノ工作物トノ間ニ於ケル捧

ヲ防止スル為必要ナル擁設ハ命令ヲ以チ之ヲ定ム

この条文は，電気工作物椙互関および電気工存物と抱の工作物との嘩害防止

に関する規定である。こり条文に基づいて，電気工事規程〈畿の篭気工作物規

程〉が制定されたむしかるに， この条文もまた保安規制を意味してい

第十六条 前五条ニ依ル工事ニ関スル費用ノ負担其ノ地ノ条件ハ命令ヲ以子定

ムルモノノ外当事者間ノ協議ニ依ル協議謁ハザルトキハ主務大臣之ヲ裁定ス

この条文は，第13・14・15条の工事費用負担規定であち，これらの条文の構

完規定である。それゆえ，この条文もまた保安境制を意味している。

第十七条 第一条ニ掲グんそJJ外電気ヲ供給又ハ護用スル事業ニ関シテハ勅

令/定ムル所ニ依リ本法ノ規定ヲ準用スルコトヲ得

この条文は，準用事業規定であり，自家用電気事業や街・

などが対象となる。

第十八条 電気工作物ヲ損壊シ之ニ物品ヲ接触シ又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ電気

ノ供給又ハ使関を拐害シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下の罰金ニ処ス

前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

唱

、ー は，サーどス供給妨害罪規定である。議気事業会社比経続安定

サーゼス供給を義務fとされていることか弘この条文は公益事業規制を意味す

第十九条 電気事業者ノ承藷ヲ噂ズシテ濫ニ議気工作物ノ施投ヲ変更シタ

ハニ西円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

この条文は，擁設変更界規定である。この意味は傾醗変更による地検防止と

サービスの継続安定供給を している。それゆえ， この条文は，保安規制



と公益事業規制安意味しているc

本法又は本法に基キ発スん命令ニ依 1)許可又ハ認可ヲ受ケテ為スベ

キ行為ヲ許可又ハ認可ヲ受ケズシテ為シタル者又ハ第六条ニ依J'-'命令ニ潜反

シタん者ハ千円以下ノ罰金ニ娃ス

この条文は，無許認可事業者に対する罰則と第 6条違畏に対する罰則であり，

公益事業規制を意味する C

第ニ十一条 護気事業者ハ其ノ代理人，戸主，家族，護人其ノ他ノ従業者ニシ

ノ業務ニ関、ン本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキハ自己

ノ指揮ニ出テザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免/レルコトヲ得ズ

この条文は，代理人等のなした違皮に対して電気事業会社に加えられる罰期

であり，単なる罰則規定であると理解できるD

明治三十五年法律第五十二号〈法人ニ於テ租税ニ関シ事犯アリタ

/しト 帝IJ)ハ本法又ハ本法ニ基キ J'-'命令ニ故J'-'犯罪ニ之ヲ

ス

この条文は，電気事業会社(法人〉が担税法規を犯した場合，明治33年法律

52号を準用する規定であり，単なる罰則規定であると理解できる。

イ寸測

本法蒐升期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ

本法施行ノ擦現ニ鵠気事業ヲ宮ム者又ハ本法施行前ニ於テ電気事業経営ノ:許

可ヲ受ケタル者ノ¥第三条ニ抜リ許可ヲ受ケタJ'-'者ト肴倣ス

これまでの電気事業法の考察から，次のようなことが指摘される。すなわち，

同法は，従来の保安規制から，電気事業保護野成規制を中心として公益事業規

も加味されたものとなっているということである凶

かくして，上記の内容をもっ篭気事業法制定の契機i主

しい増加j と「日溝 -8諾戦争による産業の発達iこ照応した産業の竜北率の向

によって豊富で低廉な毒気事業サービス供給j が社会全体にとって，

必熱的となってきたことに由来するc すなわち，このような必然化を背景とし

て，政府i主電気事業の監督・助成を一層強化するような電気事業法を斜塔す
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ることによって，警護気事業を一議発農させる方途を克出そうとしたのである。

いわゆる，電気事業の持来性を念頭におき，主として保護響成規制の内容を関

法に導入しなが 篭燈需要が必ずしも しでは，一綾公衆iこ

とって一般化されていなかったにもかかわちず，

制的に位置づかせるため，監督規制や公益事業特権に関する

して法

も副次的に同

法に導入されたのである。

かくして， このように議気事業保護育成規定を中心とした規定に副次的に公

益事業規定が導入された電気事業法ではあるが，利害関係のある一般公衆，電

気事業会社，産業界を開法は謁整することができると，政府は確錯した。そし

て，近い容来，開法は，電気事業の発展i乙より

う考え方を抱かせたのであるむ

(i主)

るようになるとい

(1) ⑥公共用物及び私人の土地に対する占用，立入，並びに横物の伐採権を間法に導

入するようにすること。

⑨電銭事業者が噴気工作者を新設する場合，相手方の既存の建造物は，新設しよ

うとする言騒然工作物より既得権があり優位であることは，当然である。しかし，そ

の既存のま泰造物に対しでも土地収用のような特権そ認めないというのでは，均衡あ

る篭気事業発展になちないというので，両者の協織及び主務大医の裁定という方法

を開法に導入するようにすること。

(2) 潜井節議議，前捧誓 f言霊気事業法制史2竜力新報社，昭和初年. p. 74. 

(3) 官報第8328号，明治44年 4J:l30日〈ァド)， pp. 729-731. 

諸井節操嬬，前橋智 pp. 78-87. 

(4) 従来の穣繁華事業数締規制の中で， 1法律{とすべき部分〈篭気事業援護膏或規制を中

心として公議事業規定も加味されている部分)は，噴気事業法〈法律第55号，明治

44年 3月29日)，こ移され，手続部分は竜党事業法擁汗甥fllJ(逓詰省令第25号，明治

44年 9月 5日)に移され，保安部分は電気工事規定(灘信省令第26号，明治44年s
月5日)!こ移された。それゆえ，保安規定的内容は，電気事業法において少なく

なっている。
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第 5節 と競争激化

電気事業の拡大

第一次苦界大戦

が進麗し

力需要増〈第 3

なことが詣捕される。

③ 明治40年鳴から71<力発需の開発が進壊して，電力料金が低廉化したことo

e 第一次世界大戦後の石炭の高騰によって，企業は産業動力を汽力から電

3咋.......， 7年〉を契機として，わが留は，さらに工業往

した合それにともない産業動力用として，電

その具体的な理由としては，次のよう

力に切り替えたこと。

@ し、う より，電力が電解・電熱用

としても利用されるようになったこと。

一方，電墳需要は景気変動に影響されることなく増加した。いわゆる電澄は

市民にとって，石油壊やカ、ス;僚に替って生活必需用役となってきた。とくに

③ 大規模水力発電開発等によ

⑤ 電球が従来のカーボ

る電気消費量の減少，耐久性，

表〉は著しく，

よ

2

と

3

こ

第
た

く

れ命。

2 霊気事業会社間の競争激北

第一次苦界大戦が終了し

式投棄や生糸・議糸な

こと等iこより，株式・高品市場は大正号c1犯0)年 3丹，

更に大正12年iこは関東大震災がおこり，

れたのである G

かくして，この第一次世界大戦後の不況は，少なか

る株

した

となった川口

くさ

も影
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3事3-1表常化率・汽力率の変化

電 化 率 汽 カ 芸春
総馬力 数

(電気業を除く〉 電動機馬力数 電化率 蒸汽機関馬力数 汽カ率

(意気業を除く) (%) (電気業を除く〉 (%) 

211. 839 35， 281 16.7 149，207 7弘義

203，328 i号， 207 9. 4 154，345 75.9 

244， 753 21， 438 8. 8 192，312 81. 1 

323，976 42，854 13.2 229，432 70. 8 

28立552 37，396 13.3 182，626 65. 1 

463，348 87，463 18.9 280，626 60.6 

615， 141 170，058 27.6 32号， 109 53. 5 

604.343 155，949 25. 8 331， 805 54. 9 

769，008 265，234 34.5 268，57号 47.9 

547，537 16ι924 30. 1 223，889 40. 9 

632.896 200. 344 31. 7 223.317 35.4 

746.242 270，979 36. 3 299，489 40.1 

1， 168，747 599，339 51. 7 234，746 20. 1 

L 390. 876 859，563 61. 8 249，613 17.9 

1. 366， 527 794.333 58. 1 298. 

(詰〉小山弘鍵，上林貞次郎，北諜道議共著 z日本産業機機研究』

上特貞次郎稿 rB本工業建化発達史J伊藤響1;5. 昭和18年， p. 235より転載

響を与えた。すなわち，資金不足から建設が醒難となった水力発電の新規軍気

事業会社や，需要者礎得に被れた会社や，牒料コスト濃から経営菌難となった

火力発篭中心の会社等が大きな影響を受けた9 そして，第一次世界大戦後の景

気反動の結果として，産業界においては，既存企業の再整理が行なわれ，強大

な企業に吸校合併されるというトラスト形態が形成されてきた。もちろん，電

気事業会社時においても，漸次，発送建系統の連絡網強北による合理化を自的

とする要求などを背景として，資本力の強い企業へ吸訳合併されるというトラ

スト形態が形成されてきた。
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第 3-2表電燈需要の発展

年次 需要家数 白熱燈箇数(箇)
電気力 従量燈供給量 普及率

(KW) (KW /h) (%) 

大正元年 1.595.474 4.092.919 118.026 15.7 

2 2.180.604 5. 593. 209 144. 779 

3 2. 730. 638 6. 992. 885 158.946 23.577 

4 3. 051. 925 7.536.930 166.259 22. 684 

5 3.744.141 9.034. 182 191. 376 26.473 

6 4.243.430 10.316.287 193.001 32.019 

7 4.860.978 11. 899. 102 201.986 40. 360 

8 5. 694. 506 14.166.150 237.234 51.895 

9 6.423.857 16.135.397 279. 308 77.894 57. 9 

10 6.985.845 18.113，149 327.700 100.471 

11 7.899.718 20. 521. 772 401，659 134.631 

12 8. 305. 218 21. 687， 042 430.014 141. 947 

13 8，796.991 24.446.868 556.211 153.299 

14 9.652.053 27.319，817 574，268 287.810 81. 3 

昭和元 10.165，739 30.158.427 683，584 376.638 

(注)小竹即一編『電力百年史(前)J政経社，昭和55年.p.304. より転載。

こうした社会経済環境を背景として，政府は大正 9年6月に逓信省電気局長

名で地方長官宛に「電気事業の合同に関する件」の通達を発したほか，当時の

逓信大臣野田卯太郎は，資金の融通を円滑にして工事を進捗させ，送電の統一，

電力の流用等によって電気供給を豊富にするためには，電気事業会社間の合同

を大いに促進しなければならないと主張した円こうした電気事業会社間の合

同の進展の結果，電力網が地域的拡大をして. 5大電力会社といわれた東京電

燈，宇治川電気，大同電力， 日本電力，東邦電力の各社が，電気事業を強力に

支配するようになった口

しかしながら，上記のように電気事業会社間において企業合同が，展開され

たにもかかわらず，電気事業会社数が，大正元年の521社から大正15年の810社
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へと遂年増揺していることは(3) 特筆されるべ、きことである。その理由として

次のようなことが指摘される。

③ 電気事業法制定を契機とした需荒事業保護育成政策を脊景として，新規

っfここ

公益事業特性としての地域独占が，各電気事業会社にあまり考慮されず，

岳副読争が支配的であり，間一地域に1#給叢壊などもめずらしくなかった

こと口

@ 電気に対する潜在的需要があったこと。

すなわち，経済不況という社会経済環境下で，産業動力馬としての電力需要は

微増であったものの，電鷺普及率は経済不況に影響されることなく，第 3 2 

れているように大正元年の15. から大正14年の81.3%に急増し電

燈は市民の生活必需用役として位董づけられ，その害要は増加の一途を治るよ

うになったのである。

かくして，電気事業会社数の逓増という現象があったにもかかわらず; トラ

スト彩態が形成されている状況下で，前述したように 5大壊力会社といわれた

東京電:龍 E本建気学治J11意気，大同噴気，東邦電気の各社は，中小規模の

電気事業会社を吸引合併することによって，電力網を地域的に拡大して，電気

事業を強力に支証するようになった。また，上記のようなトラスト形成と平行

して，京浜，京阪神，名言護という電力大講費地において， 5大電力会社によ

る市場拡張の激化が，第 3-3表に示されているように大正末期から昭和担

期にかけて，約10年間も繰り広げられた。
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第 3 3議 5大電力金祉による常場拡張戦

年・丹 年・丹
紛争の票E 結 集

自本電力対 中京地方 大正 大正 日電の大妻s前進出第 日電，名古屋へ

東邦協力 12年 8月 13年 3}ヲ 一歩，東邦鷺カの地 供給権を確立

撃名古鹿市場への違

出

日本霊力対 関岡地方 大正 昭和 学捨雲撃が大間の阪神 日常宇治篭と

字治問電気 14年8]3 7年10月 進出を恐れ，大同と のうそ警護間後

受電協定し E電との

契約条件を破棄しょ

うとしたため

東京篭燈対 関東地方 大正 昭和 東邦の東京雲監:澄市場 東京需燈と東京

東京電力 15年 5月 2年12月 への乗込 重力(東邦議議力

の子会社〉の合

告手，東邦は東電

の大株主となる
mや

東京議燈ます 中京地方 東京電壌の名古醸市 東邦へ東電名吉

東邦篭力 2王手12丹 5年iむ月 場への反攻 屋供給権の譲護

日本唱力対 関東地方 昭和 昭和 日電の大都市選出第 日需の関東地方

東京電燈 4if5月 5年11月 一歩 ;換給成功

昭和 昭和

?年 7月 7年10丹

大間撃力対 関東地方 大正 昭和 犬同の関東市場灘出 紳士協定の改

東京意義護 日年 4年10月 訂，大i奇の禿電

昭和 昭和 継続と料金軒下

4年11丹 5年 7月 げに成功

昭和 昭和

9年 6月 号年11丹

大開電力対 開問地方 昭和 昭和 宇治電が日電より受大時の発竜梓続

7年11月 81:手 8丹 電を自i哀し，従来の;と料金引下げに

契約を穀棄 成窃，関西供給

確立

ci主〉小rr軍一編 E電力百年史〈蔀)j政経社，昭和55非， p，383より転載。
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(注)

(1) 諮著 F現代田本の企業形態2台桃書房，昭和59梓 i月， pp. 148… 149. 

(2) 東京霊力社史輔集委員会議 f東京電力30年史』東京電力掛，昭和58年 3丹，p.56.

(3) 酒井節雑端， r電気事業法制史3壊力新報社昭和初年， pp.剖 -95.

第s節 公益事業規制jへの漸進的顕在化現象

1 電力統制への動きと臨時震無事業謡査会

おけるトラスト形成と 5大議力会社の市場獲薄競争は，龍

力会社の整理，竜力・曜涯の普及，サービス改善等のメリットをもたちしたc

しかし他方においては，過剰議設や過剰電力をかかえでの採算壱無捜した開

業者聞の料金髄下げ競争や同業者競争地域と独占地域との料金不平等などの弊

蓄を招いた(1)。このよう 寵気事業会社のみならず¥需要者，

としての金融機関，政時などの利害関係者に盟家的損失をもたちすものとして

れるようになり，ある程度の電力統制の必要性を痛感させたのである。

しかるに，上記のような各界名麗の環カ統制の唱導によって，政府は昭和 2

年 3月，遇措省電気馬内に臨時増気鵠査部を設置した。設護の趣旨は，以下の

とうりであった。 ~jH主うに篭気事業として重大なる使命を完うせしむべき

統市i方策の要諦は事業経震の会盟イヒ即発言霊水力の経済的且合理的鵠発，火力設

備の適当なる併用，統一送電額の旗設に依り唱力環器を低下し，以って抵薫な

る電気を豊富良つ公正に配給するに在り O 聞して之が目的を連成せむが為には，

事業の経営並びに監督に付従来よりー謹富家本位の政策を加味すること必要に

して，単に個々の事業者の意思に任ぜず，強制権を伴う規棒ある統制を行うは

し己むを得ざる月号なり O 一方事業の統一整理を行うととも

円滑なる発達を助成し公益事業たるの撲を挙げざるべからず叫すなわち，

この設置趣旨の意味比低廉な電気安豊富かっ公正にE給するためには電力絞



制を実態しなければならないということであっ

全国主嬰83電禁事業者が選ばれ，

供給思域，料金，水手IJ捷用，送鵡線路施設，

また，調査対象者として，

企業形態，電力需給調節，

いう事項が対象となっ

かくして，委輔された鵡気業界のエキスパートが， 1年半にわたり調査・

-検討した後，報告審が作成された{九蔓にこの報告書に遇措省で換討が加

えられ，諮問内容が作成された。この諮問内容は，昭和 4(1929)年 i月

した臨時電気事業調査会(逓市大草の諮問に応じて電気事業の統制に関する事

項を調査・審議する機関〉 ι諮問されることになった。問調査会は警発足以来，

l年3ヶ月にわたって，諮時内容に慎重蕃議を重ね，昭和 5年4JL答申をし

たので、ある。

と答申の競要は次のとうりである 5

トjく諮問〉主務大臣が，言言力統制上の必要か弘発電および送竜予定許揺を決

したり 九て命令を下すことが，可方、

否か。

可とな

に)<諮問〉電気扶給区域は頭間として独占であることが，可か沓か。

く答申〉需気供給亙域は原則として独占であるべきであるが，需給の調節

をはかるため，大口議力の供給に限り，特定供給の許可を認める

巳)く諮問〉議気料金その他の洪給条件の設定変更において，主務大臣の認可を

するか苔か合

く答申〉必要とする。

(四)(諮問〉

く答申〉

出く諮問〉

とする。

とすることが，適当か否か。

して，水力を発霊に利用するため，水力発電法

ることが，可か否か。

く答申〉可とするが，手ltJ<と治水の罰家的見地から，水力発電事業者に対

する許可等について泣，主務大臣は内務大臣，農林大胞と協議しなければ
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ならない。

(対く諮問〉電気事業の続棋に関する重嬰事現につき，主務大臣の諮問に応ずる

ための竃気委員会を設震する必嬰あるか否か。

く諮問〉必嬰とする。ただし問委員会の組織権諜を明確にしておくこと。

電力統制への動きの中でのよ詑の器時電気事業調査会の答申から，その内容

るならば，次のようなことが指揺される。

料金認可制や議支委員会の投蹴等の公益事業規制が強イヒされ，さらに

供給地域独占ということが容認されたということで為る。供給地境独自は，

日でこそ，料金認可制等と併さった上で，自然:独占とLづ公益事業の特性とし

て認知されているが，当時としては，料金認可と別個の内容をもつものと一般

的に理解されていたのかくして，このように理解されていた状況下で，

業慨は，料金認可等の公益事業規制と供給地域独占をセットで受け入れること

を率先して主張した。すなわち，議気事業側が率先して主張した理由(なかん

ずく料金認可制を主張した理由〉は，京語の中に「適正幸lji雷j る認可基

準によって，高率ではなくとも安定的な科瀧そ獲得しうることにあった(5)。い

わゆる，大正末期頃から昭和初期にかけて市場競争の識化を経験し

業会社にとって，料金認可寄せと議結地域独占」をセットで受け入れることは，

自己も適正利潤を薙保することができ，問時に「一般公衆や産業界の鰻富で抵

簾な竜力供給という要請Jや「政府の電気事業統制Jという社会的要請に合致

することになると判断したからである。

一 富家の電力需給調整の確立のために政府の統制を強化したことであ

しかし政府の統制が強化されたといっても，国営や一部露営に企業形態を移

行して，需カ国家管理を強{とするというのではなし事業経震や監督の範囲を

強北することに限られていた。すなわち，向調査会の審議過稜では建気事業の

国営化や一部冨営化という議論もあったのであるが，電気事業側の企業者精神

が態気軒昂であち{らその上，当時の日本の経済事情や公緯増発不可能性など

から，企業形態に立入って統制することは不可能であった。

しかるに，問調査会の答申は，電気事業を公益事業として制度的に政府主
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って位童づけることによって，政府の意図する?電気事業統制j も，

(一般公衆・設業界)の意図する f懇蓄で低廉な電力供絵j も，供給

者間IJ (電気事業)の意臨する f適正利潤j も，問時に実現されるという内容で

あった。

2 常気事業法改正

議気事業調査会の答申に基き，逓{言省比早速，電気事業法改正案の作成に

著手し間改正案とその説明書を言電気事業業界;こ昭和5年12丹15日内示をした。

内示を検討した業界は，翌年 i丹13日，遇措大臣小泉又次郎宛，社出法人電気

協会会長 井上敬次部名で陳構欝mを提出したの る内容は， (ー)段給地

域独占を明示すること， (斗稿気事業者間の料金等の紛争の場合，

ることを明示すること等であったc

上記の陳情脅から推察されることとして，料金その他供給条件め認可制や会

計・財護状態等の政府監督強化や龍気委員会の設置を容認する代償としての棋

給地域独占右いかに電気事業慨が獲持したかったかが荷えるのである。

かくして，同改正案は，昭和 6年3丹5日，第59回予告思議会lこ接出され，審

れたのである。審議は，当然のことながら多方面にわたっ

徴結な修正吾経ただけで間改正案は，成立し(8) 同年4月 i日

7 )年12丹l日から施行された告

れたが，

翌(昭和

された電気事業法は38条から或り，そ る改正内容は，次のとおり

る(91

告主務大臣は，公益上必要あ

のため， き

るようにしたこと O

⑮ 篭気料金その他供給条舛の器出書IJを認可制jに改正したことo

主務官庁の業務監督カの充実を摺るべく，各種の規定が設けられたことむ

9 して，統制事項の諜査・審議・裁定等について慎重ー

公正を期したことむ
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社債発行の隈疫を拡大したこと。

電気工作物の雄設のため各種の特権規定を拡大し或は整議したこと O

⑧ 卸売議禁事業が新たに規制されたこと。

e 正当な理由がなければ，電気a供絵を拒否できないという電気事業者の供

給義務を明文化したこと O

守〉 主務大毘の認可を受けなければ，事業譲渡又は合併を行うことができな

いよう iこしたこと O

@ 国は公益上必要とした場合，電気事業を買収できるようにしたこと。

G 従来，勅令又は議令に委せられていた多くの事項を法棒中に整轍したこ

とG

かくして，上記のような内容の改正電気事業法によって，議気事業に対する

政野規制は法務1]上明謹に強化された。それと問時に電気事業は公益事業として，

漸次，法制上整備されてきたむたとえば，次のようなことは，そのことを顕著

に示している。

供給条件が認可制に改められ，また主務大臣が需給謡館のため，命令で

きるということは，設絵地域独占が再改正法に明示されなかったものの実

賞的立は供給地域独占が容認されていることであり，それだけ競争が制限

されるようになったことを示している。このように洪給地域独占を間接的

ら容認するということは，公益性にもつながることを法制的にも

したことを意味している。すなわち，議気事業のように生活に必需な

用役を供給しかっ設備投棄が巨額で資本田幸三率が極めて小さい設議投饗

産業に対して，一方で料金や供給条件等の許可制を採用することによって

規制を課し他方で持らかの形で供給地域独占を容認することが，結局，

〈需要者保護〉に連結するようにな

り，公益註につながるよう iこなるということを法制上からも治されたので

あるc

@ 料金iごついては，認可制が採用され， しかもその趨正を期するため原価

されるようになった。
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電気事業会社が供給するサービスの必需性にかんがみ，安全かっ継続的

サービス供給義務が，議気事業会社に課せられることとなった。

電気事業が鍵金に発襲しかっ独出の弊審を需要者にもたらさないよう

にまた，電気事業に関する重要事項に公正な担理がなされるよう iこ電気

された。

これまでの論班かち故正意気事業法を捜観するならば，政時が従前の電気事

業法を標本的に改正した目的は，電気事業統寄せを強化して国家経済の基礎とな

る産業動力を低蕪にして安定的に供給させることにあったということである。

しかし上記の目的を達或するためには，法制上，単に統制のための統制を強

化するのではなく，その統制が公益企業規制の意味をもった公益企業的監督境

制でなければならなかった。また，同改正法に公益事業特権lこ関する規定も導

入されていなければ，その目的を達成することができなかった。いわゆる，政

府の改正電気事業法制定の意図は，供給者鎮の個別の電気事業会社がイニシャ

ティブをとって経営することができそして，適正利潤が薙保されるような範

間内で個別の電気事業会社を規制し需要者(一般公衆，産業界)鶴が供給者

関の独占の弊寄を受けることなく“豊富で低藤な電気サービス換絵"が確保さ

れるように公益事業規制を導入し しかも本質的には，前悲した国家目的に

沿って電気事業を統制することにあった。改正電気事業法が公益事業現制より

も篭気事業統制を第一義としている典型的な条項として，第29条を指擁するこ

とができるつ同条は，公共団体は公益上必喪と認めた場合，いつでも

事業会社を買収して公企業となすことができるという条項である。すなわち，

電気事業会社は公益企業というよりも，本来であるならば公企業であるべきで

あり，それゆえ，電力冨家統制iの道を多少なりとも開いておくべきであるとい

うことを第29条は意椋していると推定される。

3 曜力連盟の成立

改正奮気事業法の成立と照応するかのように電気事業会社関に自主統制の

機運が高まってきた。すなわち，大正 9(1920)年以来，不涜が続き，組別の
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電気事業会社比電力需饗増の鈍化と過剰設備投資によって，余剰警護力をかか

え，激烈な議力市場建持競争を余儀なくされた。それゆえ，この市場競争は損

益を無捜するような競争となり，この競争過程で企業集中を積禄的に行っ

霊力会社でさえ，経営が圧迫容れた合いわゆる，個別の電気事業会社は，

洪絵地域内への投舗の二重投資や原価以下の料金値下げ競争によって，収益率

の低下を招主財政状態を弱体化させた。しかしこのような経営状況の下で

も個別の電気事業会社は，経営活動を維持していくために金融機関から，

大な資金挟給を受けなければなちなかった。しかも多額な資金を外漬によって，

調達しなければなちなかっ 1ことに外国為替相場急落にともない，外

{責手i払の激増という危機に誼面したので島るc

こうした経営悪化の儲別の電気事業会社に対して，内{索引受や外譲受託等の

資金調達を通じて支記力を強めていた金融機関(三井， 興銀)は，

その謹選に不安をいだき，諸君IJの電気事業会社に昭和 7(1932)年2月，

統制を強く要請した。この要講を契機iこ，同年 3月， 5大電力会社の代表と遺

との構成による電力統制協議会が鑑識された。 5大議力会註掛が電力統

制|協議会を組織することに賛成した本当の理由は季語述の外債不j払の議増にさ

いしての利払長短に関して共同捗謂をとって金融機関に対廷しようとしたこと

に地な告なL、。

かくして，上記のような状況下の霊力統制協議会において，次のような 5案

され，審議された5

5大議力会社の合許とその統制案(東京電建案〉

窃持株会社案〈東邦電力業)

4量 〈字治JlI電気案)

@ 卸売・小兜分業案〈大関電力案〉

連盟組織案(El

5案を境重審議した結果業が採用され，企業形態に変獲を揺えるこ

となく，龍カ連謹とカルテルが，昭和 7(1932)年 4月四日，規約の調印と問

時に成立した。



電力連盟結成の第ーの要閣は，いうまでもなく， 5大電力会社の自主的な協

議を自的とした電気事業業界の自主的統制である。第 2の要震としては，

融機関による損IJ語的援助Jである。第 3の要因としては政府の後押しJを

指摘することができる。この後押しの一つの事実として，規約の調印にさいし

て，当事者としての 5大電力会社の代表や金融機関の代表の他に，さ当時の逓{言

次官大犠八郎が署名していることを指植することができる。このように政府が

電力連盟を後押しした理由は，改正鵠気事業法の公益事業規載を有効に機能者

せるためには業界の統制が必要であるとの判噺があったからである(10)

以下，規約の捜要は，次のとおりであr"" 0 

叩

」“

連盟各社は，既契約需要家を尊重し踏争を避け，二重設備を行わない

e 連盟各社関の電力需給契約期間 00年〉溝了後ら既契約締結の主旨を

尊重するこ

供給亙域内では，販売料率および関連事項を協定すること

@ 震援供絵区域中米開業のものは，漸次，統制約に整理し新た

給呂域を出願しないこと O

@ 各社問の能力融通，意気設備の共期，電力の振り替えを行うこと。

§ 連盟各社および務系会社の5，000キ口ワット以上の発電所， 5万ボルト以

上の送電線，これに蹟接連絡する変電所の建設は協定によること。

ゆ 常カ統制実行のため，議カ連盟委員会を投躍すること。

通 電力連盟委員会に顧問若干名を置くこと。

§ 連盟委開会の協定が締結されないときは，顧問の裁定によること。

連盟各社は議カ統制の精神に基づき協定を実行し顧問は連盟の信用と

安定を助成すること O

@ 規約の有効期聞を締結の日から10年とすること。

9 告の電気事業会社が本契約に加入しようとする時は，連盟委員会の準認

を必要とすること。

上記規約の主たる 二重投資による競争排除という態売協定，販売料
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率の協定という語格協定，発送電設繕等の協定という生産協定などのカんテル

から構成されている。その抱に，既契約需要者の尊重，電力融通調節，二重投

資排除による原題引下げ等が協定されており，それゆえに，間規約は電気事業

会社間の利益維持・拡大という内容と同時に公益事業規制的内容が，位摂され

ているむとくに改正電気事業法の料金認可制を基盤としたこの二重投資排除は，

破滅的競争時をなくし需要者に諜錨主義に基づき，安定料金で，安全なサー

ビス洪給をなすことができるという状況を， {:共給者自主も努力しでつくち出そ

うとしただけでなく，一毅社会にもこのような状況を認識してもらおうと努力

した表われを意味する。いわゆる，上記の二重投資排除の意味は，公益事業の

特性としての地域独占性を供給者側の個別の電気事業会社自身はもちろんの

こと，需要者側にも理解していただこうとする表れであったと思われるa

かくして，政野主導の電気事業統制強化を目的とする「改正電気事業法Jと

破滅的競争排除や継続的適正利瀧雄保を自的とした 5大電力主導の「自主化統

制:jo唱力連盟規約Jは，理論的には矛盾するものであるが，電気事業の発展に

資するという意思を基礎として，強仔されたのである。

すなわち，需要者関〈一般公衆，産業界)の「豊富で砥療な篭気サービス供

給j という不変的要請に改正議気事業法と電力連盟規約を統合化させ，さらに

料金認可制と挽給地域独占を基礎とした関改正法の公益事業諸規制を需襲者舗

にも供給者鰐にも遵守していただくことが. r改正議気事業法」や f電力連盟

規約」を現実的に機能させることにつながるという判断を，政府や篭力連盟が

確話したことに他ならなし'0

(a) 

山 東京議力社史編集委員会繍， r東京竜力30年史」東京電力{株L昭和58年 3月， p. 73. 

(2) 酒井窮ま誌編建策事業法制史」龍力新報社，昭和40年. p 108. 

(3) 企業形態に関しでは，統一ある見解に達することができず，各蓮意見をそれぞれ

空宇記することにした。

同 調査会の委員として電質事業側から松永安在エ門，補沢株分等数人が在命されて

いた。設等は豊富な知識を脊景に業界の置かれている立場や今後のあり方を主張し
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諮問に対する答申には，ぞれゆえ，かなり業界の意見が受け入れられた。

(5) 橘，111式部穣 f電力蟻盟と電気委員会Jr社会経済史学j 第48議第 4号，昭和田年

12月20E3， p. 37. 

知事松永安在エ門様 f電気事業Jr社合経藩体系 9.1日本評論社，昭和 2年 7月30E3. 

p. 387. 

f篭禁事業の経営は，之を私企業とし，臨民経獲の発屡，国民会長活の拡充に棄す

る所あらしめねばならぬ。あくまで之を畏営とし其発震を割自ならしめねばなら

ぬ。Jと記している O

ゆ小島直記著 f稔永安左エ門の生器.1r経永安左エ門伝J(経議往来社内).昭和55

年10月 1日. pp. 606 -620. 

(7) 小竹館一繊. r電力百年史〈鮪).1政経社，昭和55ft，pp. 429 434. 

(8) 三宅晴灘饗 f日本の竜裁事業J春秋社，昭和26年 s丹20ヨ， p. 58. 

(9) ⑩官報第1275号，昭和 6年 4丹2B (木)， pp. 82-84. 

ゆ渡辺市松編， r30年安』社団法人B本建気協会，昭和28年. P会 113.

@東京電力社史縄集委員会編前掲欝， pp盤 77-78. 

(10) 構)11式郎璃，‘前掲論文， p. 40. 

(1D @東京意義カ社史繍集委員会編，前掲書， p. 76. 

⑨酒井館雄編，前掲書， pp. 160 -161. 

鵠 Z意気事業のような合益事業は，設靖投資麓業であるので，このよう年産業の個別

の事業会社を競争場揺におくならば，資本費鰐やその他の間建費が十分に回収容れ

ないで共倒れになるか，一方がfftJれるかの破滅的競争となる。

7節結び

」酬の章において，わが国の初期の議気事業法の展開をとおして，わが闘の公

益事業規制がどのように位置づけられるようになったかを考察してきた。

そこで，この考察を時系列的に要約すれば，次のように整理されるであろう O

①わが臨む公益事業規制は，公益事業という統一的認識があって生成したも

のでなく，個々の事業にとっての独特の事故や危険を防止するための瞥察的課

安取締規則から生成したということである。しかしこの規制誌単なる警察的

保安規雲IJではなく，当該事業会社がサービス供給するさいの技箭的保安規則で
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あった。したがって， この典型的規則としての明治24年の電気営業取締規射に

誌上記のような意味を有する保安規制は導入されていたが，公益事業競観は

導入されていなかった。しかし電気事業会社〈東京電器会社〉の定款に誌，

当該会社の目的は“公衆の便益を計ることで~る"と明記している。このこと

は，東京電埼会社が自らを公益企業として明蕗にしていないものの，一般私企

とは異なる特性(市民生活に不可欠の用役を提供する属性z 不断必需性)を

有している企業であることを自覚することによってき“利益の獲得をなす"以

外に“社会的要請に答える"ということも，またさき該会社の経営日的であると

いうことを恭したものである。

また，上記のような保安規則を所管する機関として，どこの国にも共通する

ことであるが，わが国の場合も主務官庁が担当した。とくに，わが国の場合，

明治初期，政治・行政制度において，帝政ドイツの富権主義を導入したため，

その所雪方法は公益事業や需要者に抵抗なく受け入れられたしその設の公益

事業規制にも官接による通干渉がもたらされるようになった。

@警察保安規則制定後，公益事業は，営業活動をするにさいし営業許可を受

けなければなちなくなった。この理出は，許可主義によって保安を強化す

昧と，当該事業サービスの供給にさいして，公共財産使用が必然、的であるので，

その公共財産使用が公共の科益に反しないように公共財産を保全する意味から

導入されたものである。寵気営業取締規制〈明治24年〉に代って，その典型的

規則として，明治29年の言葉事業政締規買IJが制定されたことを指摘することが

できる。さらに，当時は，電気技請の進歩が著しく，保安規制中心の間規則を

明治30年と明治35年に改正しなければなちなくなった。なかんずく，現治35年

の改正では，保安規制が強化されただけでなく，公益事業規制的内容も具備さ

れるようになった。とくに第 i条で，電気事業試一般の需要に応、じなければな

ちない事業であることを明記していることや，第10条で，不断的・継続的電気

サービス供給を可能にするため，議気事業許可の申請にさいして，資本金，工

収支概算審を主務詰庁に提出させることなどは，電気事業を公益事業と

して位置づけようとする兆を法制的に表わしたといえる。



③産業の発達によって，電気事業が産業動力供給事業として大きな意味をも

つようになったことに伴い，電気事業は，強襲産業，基盤産業として位置づけ

ふれるようになった。そこで，上記のようぷ位盤づけられた電気事業を，盟家

的に公益事業として謀議育成しようとする機運が高まり，毒気事業境事jに保護

されるようになってきた。その典型的規制として，明治44年の電気

事業法を指摘することができる。すなわち，同法は保護育成規制が中心であっ

たが，料金や供給条件に関しては，主務大間が公益上必要と認めた場合，料金

の制限や供給条件について命令を下すことができるという条項も開法に導入さ

れるようになった法需であるc それゆえ，

サ…ピスとしての不断必需性が，明治35年の改正建気事業取締境美Ijよちも一層，

明確となってきたひこのことは，産業界にとって

「豊富で低廉な電力供給Jが必需となったことに由来する。いわゆる，このよ

うな必需化を背景として，電気事業の将来性を念頭におき，保護脊成捜索IJの内

して用法に導入しながι一方では，議;縫需要が必ずしも当時として

は一般公衆にとって普設されていなかったにもかかわもず，電気事業安公益事

業として法制的に泣護づかせるため，室主督規制や公益事業規制を副次的に導入

し

かくして， このように議気事業保護育成規制を中心とした規定に公益事業規

制が制次的に導入された電気事業法ではあるが，利害関係にある一般公衆，

産業界を同法は謁整することができると，政府iま謹告したひそし

てい将来，再法は，議気事業的発震によりー!議資するようになるという

考え方を抱かせたのである。その意味で，同法は公議事業規制の内容をあ

度，導入していることを示している。

④第…次世界大戦後?大戦中の好景気の反動と 一般私企業のみな

もトラスト形成や車場護得競争激化がもたらされた。とくに

ら昭和初期にかけての 5大篭力会社関の車場護得競争は激怒であっ

た。このような競争は，一方にかいて，競争地域内におけるサーゼス改善，料

金の低下，電燈の普及というメリッ卜をもたらしたが，その反面，競争地域外
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においてはそれちと皮対の現象を生じさせたa さらに無暴な競争による設錆重

複の不経済，会社資産の悪化，業績の低下という弊害を招いた{lic このような

弊害は，電気事業会社のみなちず，需要者，債権者としての金融機関，政府な

どの利害関係者に臨家的損失をもたらすものとして認識されるようになり，あ

る程度の霊気事業統制は必要であるという世論を記す契機ともなった。

かくして，政詩i之上記のような経済・社会状況を脊禁として，

載を日的とする電気事業法の根本的改正に養子し，昭和 6年 4丹ι改正電気事

業法を成立させた。同改正法の自的は，噴気事業統制を強化して臨家経済の基

礎となる産業動力を安定的に供給させることであった。しかし上記の問的を

るためには，単に統制のための統制を強花するのではなく，その統制が

公益事業的現制の意味告もった公益事業監督規制でなければならなかった。ま

た，開改正法に公益事業特権に関する規定も導入されていなければ，その目的

を達成することが出来なかった号いわゆる，政界の改正電気事業法の制定の意

図は，供給者鶴の鶴居Ijの龍気事業会社がイニシャチィブをとって経営すること

ができ，そして，適正幸j?1関が確保されるような範囲内で個別の電気事業会社を

規制し欝要者(一般公衆，産業界〉捌が供給者鰐の独出の弊害を受けること

なく“最高で低蝶な篭気サービス供給"が確保されるように公益事業規制を導

入し しかも本質的には，議気事業統制を強化して盟家経済の基礎となる産業

動力を抵廉にして安定的に棋絵させることにあった。しかし改正電気事業法

制定に上記のような意関があったにしても，供給者側の継続的供給載務や料金

認可制や換給条件の認可制や主務大臣の需給調蔀命令などが規定されており，

改正前の竃気事業法により，かなり公益事業規制が強花されるようになったs

設正電気事業法の成立と前後として，主義気事業会社聞に自主統制の機還が高

まり電力連盟が組織されたc この組織の目的は二重投資の破滅的競争の

排除」と「料金認可制j を基礎とした経続的組正和Ji曹の確保であっ

ここで特筆されること i之理論的には f改正電気事業法Jと f電力連盟組

織Jの偶者は，矛盾するはずであるが，現実的には有機的にお互に祷完し

あっていたということである。すなわち，有機的に補完しあう土壌として，
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“需要者(一般公衆，臆業界〉の「豊富で低廉な電気サ…ピス供給J" という不

変的要請があり，その土機に両者を作用させる担当者として，政府が存在して

いたということである口

これまで考察してきた

規制との関連性j をとお

のであるかを考察するa

る初期の電気事業法の線開と公益事業

公益事業規制の本質的模諜とは，どのようなも

関知のように，初期の霞気事業は，今日の公益事業に共通項として認識され

ている「公衆の需要に応ずる事業J 公衆の現に撰する事業Jまたは「公衆の

日常生活に直接関係ある事業Jというような事業ではなかった口むしろ，初期

の電気事業の供給するサービスは，一般公衆の生活必需用役であるというより

も賛沢用役(サービス〉であり，それゆえ，電気事業は公益事業というよりも

一般私企業としての性質を脊していたといえるむしかし社会・経済の発展，

文化の発展，生産技禽の進襲等により，震禁事業供給サーピスが繋沢サーどス

から一綾公衆の生活必需爵投〈サ…ピス〉へ議次，移行するよう iこなるにつれ

て，建気事業は，漸次，公益事業として容認されるようになっ

わち，わが菌の竃気事業が，現実的にも法制的に とし

されるようになったのは，昭和 6(1931)年の改正電気事業法制定の頃からで

ある。容認される根底となった契機は，持要者側(一般公衆，産業界)の

ピ、ス供給Jという不変的要請である 5 この不変的嬰講は，

は矛膚するはずの「電気事業統制を強仕して国家経済の基礎とな

業動力を安定的に供絵させることを目的とした政詩主導の改正電気事業法j と

f二重投資の薮滅的競争排除と料金詑可制を慕礎とした継続的適正利潤接探を

目的とした 5大電力会註主導の議力連盟境約Jを時を同じくして，成立さ

いわゆる，この不変的要請は， る両者を有機的に融合させ，それぞれの

させる素を有していた口

ここで， さらに需要者側(一般公衆 の不変的要請である

ピス撲絵」という意味を広義の公共の利益という語から検討す

る怒らば，それは電気事業のサーピス需饗者の事j益を保護するという



ある，このことは，供給者と

て，はじめて保離されるのである邑
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の間に公正な取引がなされることιょっ

一較的に今日におけるー毅私企業の場合，上記のような意味

をもっ保i肇は，独自が制度的に「私的独占禁止詰j によって排除され，

市場競争の中で成立する。しかし公益事業の場合，需要者利益保護が保闘さ

れるということは，一般私企業の場合と事情をまったく異にする。すなわ

すでに，大正末期から昭和初期にかけての電気事業会社関の競争激化で経験し

たように問機のサービスでの企業間競争は，被滅的競争となり，全ての利害

関係者に不安定様相を盟する。それゆえ，公益事業の場合，供給者と需要者と

の公正な取引に基づく轄要者利益保護i主開種サービスでの企業開競争を排除

した地域独占条件下で行なわれる。しかしその場合，独占の弊害〈暴手11.

サービスダウン，不当差別取扱，供給不埠町、等)がもたらされないように料金

認可制等の会益事業監督規制が同時に有機的に機能されていなければならない口

しかるに，公益事業規制の本繋的根源は，一般私企業のよう

護に存在するのではなし公議事業サーゼス供給に付随する不新必需性と供給

地域独占の 2大特性が不変的に統合化された需要者利益保護に，存在する。

さらに， ここで，上記の嬬嬰者の意味について考察するな会ば，次のように

指擁することができる。前述の史実からして，盟家経済の基礎となる産業動力

を安定的に段給させることを主躍的とした改正電気事業法を成立させた当時の

政宥が意図していた需要者の一番手は，一穀公衆よりも産業界であった。しか

し今日のように，政治的に誌基本的人権が擁護され，民主主義故治体制が基

礎づけられ，経諜的には私有財産帝tl.競争の自由・契約の自由を基礎とした経

済社会において，公益事業の経済機能は匿畏経済福祉の増進に結びつけなけれ

ばならない。それゆえ，公益事業の需要者として，一般会衆を最優先として技

量づけなければなbない。もし産業界を公益事業の需要者として最優先に取

扱うなもば，重要産業・基幾産業の保護宵成境棋の本質的根源となるが，公益

事業規制ぬ本驚的根源とはならない。
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(注)

(1) 三宅晴輝葺 『日本の電気事業』春秋社，昭和26年 8月， p. 56. 




